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新潟県企業局管理規程第３号 

新潟県企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和５年３月28日 

新潟県企業管理者  樺 澤  尚  

新潟県企業局組織規程の一部を改正する規程 

新潟県企業局組織規程（昭和37年新潟県企業局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条を削り、同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条

を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 

 

 

 

 

第５条 （略） 

 

（分室の設置） 

第５条の２ 局本庁の事務を処理するため、次のと

おり分室を置く。 

     名称         位置 

施設課建設室上越分室 上越市    

（現場事務所等の設置） 

第４条の２ 局本庁及び事業所の事務を処理するた

め、現場事務所、駐在所等を設けることができる。 

 

 

第５条 （略） 

 

附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


